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１ 請求・申出の受付及び決定の内容
本市では、「情報の公開は、市民の市政への理解と信頼を深め、市民と市が相互に協

力して住みよいまちづくりを推進するために重要かつ不可欠なものであり、市が保有す

る情報は市政の主権者たる市民と市との共有財産であるという認識のもとに、情報の公

開を求める市民の権利は、市政への参加の手段として最大限保障されなければならない。」

という基本理念を達成するため、一層公正で開かれた市政の実現を図ることを目的とし

て、市で保有している情報を公開する「情報公開制度」を実施しています。

令和５年度の請求等件数は、９３件でした。内訳は次のとおりです。

※請求・・・平成１０年４月１日以後（旧庄和町においては平成１２年４月１日以後）

に実施機関が作成又は取得した情報を請求権者（市民等）が請求した場合

をいいます。

※申出・・・平成１０年４月１日より前（旧庄和町においては平成１２年４月１日より

前）に実施機関が作成又は取得した情報の提供を市民等が申出した場合を

いいます。

なお、請求等件数が９３件に対して、決定の内容の合計件数が１２７件となっている

のは、１件の請求に対して、複数の公開決定をしたものがあるためです。

区 分

受付

件数

取下げ

件 数

請求等

件 数

決 定 の 内 容

公 開 部分

公開

非公開等 不存在

１.請求 １０２ ９ ９３ ６７ ４７ ０ １３

（市役所受付） １０１ ９ ９２ ６６ ４７ ０ １３

（支 所 受 付） １ ０ １ １ ０ ０ ０

２.申出 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

合計 １０２ ９ ９３ ６７ ４７ ０ １３
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２ 請求・申出者の区分
請求・申出の受付件数を請求・申出者で区分すると、内訳は次のとおりです。

３ 部分公開・非公開決定等の内訳
令和５年度の内訳は、次のとおりです。

なお、部分公開決定４７件に対して、理由の内訳の合計件数が５７件となっているの

は、１件の請求に対して、複数の非公開理由により、決定をしたものがあるためです。

区 分 市内の個人 市内の法人 市外の個人 市外の法人 計（件数）

請 求 １６ ２３ １２ ５１ １０２

申 出 ０ ０ ０ ０ ０

計（件数） １６ ２３ １２ ５１ １０２

内 訳 （情報公開条例第６条の各号） 件 数

第１号（法令秘情報） ０

第２号（個人に関する情報） １６

第３号（法人等に関する情報） ３４

第４号（審議、検討又は協議に関する情報） ２

第５号（公開になじまない事務事業に関する情報） ４

第６号（公共の安全と秩序の維持に関する情報） １

第７号（任意提供情報） ０

その他 ０

合 計 ５７
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春
日

部
市

（
長
）

が
契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
部

分
公
開

R
5.
6
.1
2

写
し

の
交
付
（

郵
送
）

代
表

取
締
役

社
長
の

印
■

R5
.
5.
2
9

市
外

の
法

人
市
長

ま
ち
づ

く
り

推
進
課

令
和

４
年
度

に
春
日

部
市

（
長
）

が
契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
部

分
公
開

R
5.
6
.1
2

写
し

の
交
付
（

郵
送
）

取
締

役
社
長

印
■

R5
.
5.
2
9

市
外

の
法

人
市
長

会
計
課

令
和

４
年
度

に
春
日

部
市

（
長
）

が
契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
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保

険
証
券

等
）
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担
当
部

署
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年

間
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額
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険
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５
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公
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6
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写
し
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付
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送
）

R5
.
5.
2
9

市
外
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市
長
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営

総
務
課

令
和

４
年
度
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春
日
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市
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長
）
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契
約

す
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動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
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険
の
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約
内

容
（
保

険
証
券
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担
当
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署
名
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年

間
の

総
額
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険
料
５
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公
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R
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6
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付
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・
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損
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５
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・
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損
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険
証
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担
当
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５
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R
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４
年
度

に
春
日

部
市

（
長
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約
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・

火
災
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害
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償
責

任
等
の

損
害
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契
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R
5.
6
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郵
送
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市
外

の
法

人
市
長
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課

令
和
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年
度
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日

部
市

（
長
）

が
契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
部

分
公
開

R
5.
6
.1
2

写
し

の
交
付
（

郵
送
）

代
表

者
印
の

印
影

■

R5
.
5.
2
9

市
外

の
法

人
市
長

保
育
課

令
和

４
年
度

に
春
日

部
市

（
長
）

が
契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
（
保

険
証
券

等
）
、

担
当
部

署
名

。
年

間
の

総
額
保

険
料
５

万
円

以
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も
の
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部
分
公
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R
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6
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2
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郵
送
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■
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5.
2
9

市
外

の
法

人
市
長

商
工

振
興
課

令
和

４
年
度

に
春
日

部
市

（
長
）

が
契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
公
開

R
5.
6
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2

写
し
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付
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郵
送
）

R5
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5.
2
9
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約
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自

動
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・

火
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傷
害
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損
害
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険
の

契
約
内

容
公
開

R
5.
6
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2

写
し
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交
付
（

郵
送
）

R5
.
5.
2
9

市
外
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法

人
消
防

長
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防

課
令
和
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年
度

に
春
日

部
市

（
長
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契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
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傷
害
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賠

償
責
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損
害
保

険
の

契
約
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R
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6
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・
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損
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険
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契
約
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容
部

分
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R
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6
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2

写
し

の
交
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郵
送
）
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締
役
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印
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氏
名
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.
5.
2
9
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外
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法

人
教
育
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館

令
和

４
年
度

に
春
日

部
市

（
長
）

が
契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
部

分
公
開

R
5.
6
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2
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し
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交
付
（

郵
送
）
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険

証
券
の

事
業
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長
の
印

■

R5
.
5.
2
9

市
外
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法

人
教
育
委

員
会
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ポ
ー
ツ

推
進

課
令
和
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年
度

に
春
日

部
市

（
長
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が
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約

す
る
自

動
車
・

火
災
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傷
害
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賠

償
責
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等
の

損
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契
約
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付
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郵
送
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印
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2
9

市
外

の
法

人
教
育
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和

４
年
度
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春
日

部
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（
長
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契
約

す
る
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動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
公
開

R
5.
6
.1
2

写
し

の
交
付
（

郵
送
）

R5
.
5.
2
9

市
外
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法

人
教
育
委

員
会

教
育
総

務
課

令
和

４
年
度
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春
日

部
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（
長
）
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契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
部

分
公
開

R
5.
6
.1
2

写
し

の
交
付
（

郵
送
）

代
表

者
印
の

印
影

■

1
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R5
.
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2
9

市
外

の
法

人
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

令
和

４
年
度

に
春
日

部
市

（
長
）

が
契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
取
下

げ

2
0

R5
.
5.
2
9

市
外

の
法

人
公
平
委

員
会

令
和

４
年
度

に
春
日

部
市

（
長
）

が
契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
取
下

げ

2
1

R5
.
5.
2
9

市
外

の
法

人
監

査
委
員

監
査
委
員

事
務

局
令
和

４
年
度

に
春
日

部
市

（
長
）

が
契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
取
下

げ

2
2

R5
.
5.
2
9

市
外

の
法

人
農
業
委

員
会

農
業
委

員
会

事
務
局

令
和

４
年
度

に
春
日

部
市

（
長
）

が
契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
取
下

げ

2
3

R5
.
5.
2
9

市
外

の
法

人
固

定
資

産
評
価

審
査

委
員

会
令
和

４
年
度

に
春
日

部
市

（
長
）

が
契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
取
下

げ

2
4

R5
.
5.
2
9

市
外

の
法

人
水
道
事
業
管
理
者

経
営
総

務
課

令
和

４
年
度

に
春
日

部
市

（
長
）

が
契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
公
開

R
5.
6
.1
2

写
し

の
交
付
（

郵
送
）

R5
.
5.
2
9

市
外

の
法

人
病
院
事
業
管
理
者

総
務
課

（
医
療

セ
ン

タ
ー
）

令
和

４
年
度

に
春
日

部
市

（
長
）

が
契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
保

険
の

契
約
内

容
公
開

R
5.
6
.1
2

写
し

の
交
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（

郵
送
）

R5
.
5.
2
9

市
外

の
法

人
病
院
事
業
管
理
者

管
理
課

令
和

４
年
度

に
春
日

部
市

（
長
）

が
契
約

す
る
自

動
車
・

火
災
・

傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
害
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険
の
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約
内

容
公
開
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6
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し

の
交
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（
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送
）
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2
9
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事
務
局
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和
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年
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（
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約
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・

火
災
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傷
害

・
賠

償
責

任
等
の

損
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約
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.
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会
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開
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6
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写
し
の

交
付
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人
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所

・
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話

・
氏

名
■
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5
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年
度
　

埼
葛
広

域
農
道

除
草
業

務
委
託

公
開

R
5.
6
.2
8

写
し
の

交
付

（
C
D
）

3
2

R5
.
6.
1
4

市
内

の
法

人
市
長

道
路

管
理
課

金
入

り
設
計

書
　

令
和
５

年
度
　

排
水
層

及
び
ポ

ン
プ
室

清
掃
業

務
委

託
公
開

R
5.
6
.2
8

写
し
の

交
付

（
C
D
）

3
3

R5
.
6.
1
4

市
内

の
法

人
教
育
委

員
会

教
育
施

設
課

金
入

り
設
計

書
　
令

和
５

年
度
　

教
育
施

設
課
　

豊
野
小

学
校
外

５
校
樹

木
保
守

管
理
業

務
委
託

公
開

R
5.
6
.2
8

写
し
の

交
付

（
C
D
）

3
4

R5
.
6.
1
4

市
内

の
法

人
市
長

道
路

管
理
課

金
入

り
設
計

書
　

令
和
５

年
度
　

市
道
1
-
11
9
号
線
外

除
草
業

務
委
託

公
開

R
5.
6
.2
8

写
し
の

交
付

（
C
D
）

3
5

R5
.
6.
1
4

市
内

の
法

人
市
長

河
川
課

金
入

り
設
計

書
　
令

和
５

年
度
　

河
川
課

水
路

除
草
（

そ
の
1
～

5）
業
務
委

託
公
開

R
5.
6
.2
8

写
し
の

交
付

（
C
D
）

3
6

R5
.
6.
1
4

市
内

の
法

人
市
長

河
川
課

金
入

り
設
計

書
　
令

和
５

年
度
　

河
川
課

準
用

河
川
除

草
業
務

委
託

公
開

R
5.
6
.2
8

写
し
の

交
付

（
C
D
）

3
7

R5
.
6.
1
4

市
内

の
法

人
市
長

公
園

緑
地
課

金
入

り
設
計

書
　
令

和
５
年

度
　

公
園
緑

地
課

樹
木

管
理
業

務
委
託

そ
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1～
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（
単

価
契
約

）
公
開

R
5.
6
.2
8

写
し
の

交
付

（
C
D
）
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園

緑
地
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入

り
設
計

書
　
令

和
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年

度
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園
緑

地
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樹
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管
理
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業
務

委
託
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1
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1
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公
開

R
5.
6
.2
8

写
し
の

交
付

（
C
D
）

3
9

R5
.
6.
1
6

市
内

の
法

人
水
道
事
業
管
理
者

工
務
課

令
和

4年
度
水
道

事
業

単
価
一

覧
表
（

金
入
り

）
公
開

R
5.
6
.2
6

写
し
の

交
付

（
C
D
）

4
0

R5
.
6.
1
6

市
内

の
法

人
水
道
事
業
管
理
者

工
務
課

令
和

5年
度
水
道

事
業

単
価
一

覧
表
（

金
入
り

）
部

分
公
開

R
5.
6
.2
6

写
し
の

交
付

一
部

採
用
単

価
■

4
1

R5
.
6.
1
6

市
内

の
法

人
水
道
事
業
管
理
者

工
務
課

令
和

4、
5年

度
水

道
単
価

一
覧
表

（
金
入

り
）

部
分
公
開

R
5.
6
.2
6

写
し
の

交
付

一
部

採
用
単

価
■

4
2

R5
.
6.
2
0

市
外

の
法

人
市
長

道
路

建
設
課

Ｃ
2
1
4号

橋
詳
細

設
計

業
務
委

託
設
計

書
公
開

R
5
.7
.
3

写
し

の
交

付
（

C
D郵

送
）

4
3

R5
.
6.
2
1

市
外

の
法

人
市
長

く
ら
し

の
安
全

課
「
交

通
指
導

員
」

の
令
和

５
年
度

損
害
保

険
契
約

の
内
容

部
分
公
開

R
5.
6
.3
0

写
し

の
交
付
（

郵
送
）

取
締

役
社
長

の
印
影

■

4
4

R5
.
6.
2
3

市
外

の
法

人
市
長

道
路

管
理
課

「
議

案
第
1
9
号
 
市
道

路
線
の

認
定
に

つ
い
て

」
公
開

R
5
.7
.
4

写
し

の
交

付
（

C
D郵

送
）

4
5

R5
.
6.
2
3

市
外

の
個

人
水
道
事
業
管
理
者

工
務
課

令
和

4年
度
 
春
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部

市
上

水
道
単

価
表

公
開

R
5
.7
.
4

写
し

の
交

付
（

C
D郵

送
）

4
6

R5
.
6.
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3

市
外

の
個

人
水
道
事
業
管
理
者

工
務
課

令
和

5年
度
 
春
日

部
市
上

水
道
単

価
表
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分
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開
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.
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し
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付
（
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、
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4月
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以
降
の
情
報
が
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象
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2

3
4
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6
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和
５
年
度
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開
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求
受
付
簿
（
市
役
所
受
付
）

情
報

公
開

条
例

第
6
条

受
付

番
号

受
付
日

請
求
者

区
分

実
施

機
関

主
務

課
請

求
件

名
処
分

内
容

公
開

等
決
定

日
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開

方
法

非
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開
部
分

の
内
容

R
5
.6
.
30

市
内

の
個

人
教
育
委

員
会

教
育
総

務
課

「
小

・
中
義

務
教
育

学
校

印
刷
機

賃
貸
借

（
長
期

継
続
契

約
）
」

に
お

け
る

実
績

要
件
を

記
載
す

る
意

思
決
定

が
行
わ

れ
た
会

議
の
議

事
録

部
分
公
開

R
5
.7
.
14

写
し
の

交
付

公
告

第
3
60
号
以

外
に

関
す
る

内
容
、

公
告
第

36
0

号
に

係
る
入

札
業
者

の
選

定
に
関

す
る
発

言
内
容

■

R
5
.6
.
30

市
内

の
個

人
教
育
委

員
会

教
育
総

務
課

「
教

小
・
中

義
務
教

育
学

校
印
刷

機
賃
貸

借
（
長

期
継
続

契
約
）

」
に

お
け

る
実

績
要
件

を
記
載

す
る

意
思
決

定
が
行

わ
れ
た

会
議
の

議
事
録

入
札

参
加
条

件
を
満

た
す

市
内
業

者
の
名

簿
一
覧

不
存

在

4
8

R5
.
7.
1
2

市
外

の
法

人
市
長

道
路

建
設
課

令
和

5年
度
「
Ｃ

２
１

４
号
橋

詳
細
設

計
業
務

委
託
」

の
金
入

り
設
計

書
公
開

R
5.
7
.2
1

写
し

の
交

付
（

C
D郵

送
）

4
9

R5
.
7.
1
8

市
外

の
法

人
市
長

市
民
課

2
02
3
年
1
月
1
日
か
ら

2
02
3
年
6
月
3
0日

ま
で
に

付
定
の

あ
っ
た

住
居
表

示
（

付
定
・

変
更
・

廃
止
）

受
付

簿
と
該

当
の
住

居
表
示

台
帳

部
分
公
開

R
5
.8
.
1

写
し

の
交
付
（

郵
送
）

個
人

の
届
出

人
氏
名

及
び

住
所

■

5
0

R5
.
7.
2
6

市
外

の
法

人
教
育
委

員
会

中
央
公

民
館

令
和

５
年
度

　
中
央

公
民

館
自
動

火
災
報

知
設
備

交
換
修

繕
金
入

り
設

計
書

公
開

R
5
.8
.
3

写
し
の

交
付

5
1

R5
.
7.
2
7

市
外

の
法

人
市
長

ま
ち
づ

く
り

推
進
課

区
画

道
路
築

造
（

6-
1
）
工
事

　
工
事

完
成
検

査
証

公
開

R
5
.8
.
7

写
し

の
交
付
（

郵
送
）

5
2

R5
.
7.
2
8

市
内

の
法

人
市
長

河
川
課

令
和

4年
度
　
河

川
課

　
準
用

河
川
旧

古
隅
田

川
浚
渫

業
務
委

託
公
開

R
5.
8
.1
0

写
し
の

交
付

（
C
D
）

5
3

R
5
.8
.
7

市
内

の
法

人
市
長

道
路

管
理
課

令
和

５
年
度

　
街
路

樹
管

理
そ
の

１
か
ら

５
ま
で

金
入
り

設
計
書

公
開

R
5.
8
.2
1

写
し
の

交
付

（
C
D
）

5
4

R
5
.8
.
9

市
内

の
法

人
教
育
委

員
会

教
育
総

務
課

春
日

部
市
立

小
学
校

・
中

学
校
・

義
務
教

育
学
校

校
内

Ｌ
Ａ
Ｎ

環
境
整

備
委

託
　
仕

様
書

公
開

R
5.
8
.1
8

写
し
の

交
付

5
5

R5
.
8.
2
2

市
外

の
法

人
教
育
委

員
会

中
央
公

民
館

中
央

公
民
館

講
堂
等

照
明

器
具
交

換
修
繕

・
令
和

5年
度

金
入

設
計
書

交
付
希

望
公
開

R
5
.9
.
1

写
し
の

交
付

（
C
D
）

4
7
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内
容

公
開

等
決
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日
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開

方
法

非
公

開
部
分

の
内
容

5
6

R
5
.9
.
4

市
外

の
法

人
市
長

河
川
課

令
和

２
年
度

「
公

共
下
水

道
会
之

堀
川

第
一
幹

線
（
R
2
-1
）
整

備
工
事

」
金
入

設
計

書
公
開

R
5.
9
.1
5

写
し
の

交
付

（
C
D
）

5
7

R
5
.9
.
4

市
外

の
法

人
市
長

河
川
課

令
和

２
年
度

「
公

共
下
水

道
会
之

堀
川

第
一
幹

線
（
R
2
-2
）
整

備
工
事

」
金
入

設
計

書
公
開

R
5.
9
.1
5

写
し
の

交
付

（
C
D
）

5
8

R
5
.9
.
4

市
外

の
法

人
市
長

施
設

管
理
課

令
和

２
年
度

「
公

共
下
水

道
汚
水

管
理

設
（
2
-
1-
2
-1
）
工

事
」
金

入
設
計

書
公
開

R
5.
9
.1
5

写
し
の

交
付

（
C
D
）

5
9

R
5
.9
.
4

市
外

の
法

人
市
長

河
川
課

「
公

共
下
水

道
備
後

ポ
ン

プ
場
（

R2
）
機

械
電
気

設
備
更

新
工
事

」
金
入

設
計
書

公
開

R
5.
9
.1
5

写
し
の

交
付

（
C
D
）

6
0

R
5
.9
.
4

市
外

の
法

人
市
長

河
川
課

「
公

共
下
水

道
会

之
堀
川

第
一
幹

線
（

R
3
-1
）
整

備
工
事

」
　
金

入
設
計

書
公
開

R
5.
9
.1
5

写
し
の

交
付

（
C
D
）

6
1

R
5
.9
.
5

市
外

の
個

人
市
長

開
発

調
整
課

開
発

許
可
申

請
書

類
不
存

在
R
5.
9
.1
9

写
し
の

交
付

6
2

R5
.
9.
1
2

市
外

の
法

人
教
育
委

員
会

指
導

課
令
和

6年
用
小
学

校
教
科

用
図

書
の
採

択
に
関

わ
る
資

料
部

分
公
開

R
5.
9
.2
6

写
し

の
交
付
（

郵
送
）

令
和

５
年
度

第
2
1採

択
地

区
教
科

用
図
書

採
択
地

区
協

議
会
調

査
委
員

名
簿

に
お
け

る
職
名

、
氏

名
、

地
区
、

学
校
名

■

6
3

R5
.
9.
2
5

市
内

の
法

人
市
長

リ
サ
イ

ク
ル

衛
生
課

水
害

に
伴
う

浸
水

時
の
床

下
消
毒

（
単
価

契
約
）

業
務
委

託
金
入

り
設

計
書

公
開

R
5
.
10
.
1
0

写
し
の

交
付

（
C
D
）

6
4

R5
.
9.
2
7

市
外

の
法

人
市
長

施
設

管
理
課

公
共

下
水
道

管
路
施

設
点

検
調
査

（
R
5-
1
）
業
務

委
託

公
共

下
水
道

管
路
施

設
点

検
調
査

（
R
5-
2
）
業
務

委
託

金
入

り
設
計

書
公
開

R
5
.
10
.
1
1

写
し
の

交
付

6
5

R5
.
10
.
6

市
外

の
法

人
教
育
委

員
会

指
導

課
令
和

6年
用
小
学

校
教
科

用
図

書
採
択

の
業
務

に
関
わ

る
資
料

部
分
公
開

R
5
.
10
.
2
0

写
し
の

交
付

・
令

和
５
年

度
第
2
1
採
択

地
区
教

科
用
図

書
採
択

地
区

協
議
会

調
査
委

員
名

簿
に
お

け
る
職

名
、
氏

名
、

地
区
、

学
校
名

・
研

究
調
査

計
画
に

お
け

る
責
任

者
名

■
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開
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5
.
10
.
1
3

市
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人
教
育
委

員
会

指
導

課
令
和

6年
度
使
用

教
科
用

図
書

採
択
に

関
わ
る

公
文
書

部
分
公
開

R
5
.
10
.
2
7

写
し
の

交
付

令
和

５
年
度

第
2
1採

択
地

区
教
科

用
図
書

採
択
地

区
協

議
会
調

査
委
員

名
簿

に
お
け

る
職
名

、
氏

名
、

地
区
、

学
校
名

■

6
7

R
5
.
10
.
1
9

市
内

の
個

人
市
長

管
財
課

集
会

所
用
地

の
賃
貸

借
契

約
書

集
会

所
用
地

に
係
る

H
15
～
R
4
年
度
の

請
求
と

支
払
わ

れ
た
事

が
わ

か
る
も

の
部

分
公
開

R
5
.
10
.
3
0

写
し
の

交
付

自
治

会
区
長

の
印
の

印
影

■

6
8

R
5
.
10
.
1
9

市
内

の
個

人
市
長

管
財
課

駐
車

場
用
地

に
係

る
H
15
～
R
4
年
度
の

請
求
と

支
払
わ

れ
た
事

が
わ

か
る
も

の
部

分
公
開

R
5
.
10
.
3
0

写
し
の

交
付

納
付

者
の
氏

名
■

6
9

R
5
.
10
.
2
0

市
内

の
個

人
市
長

こ
ど

も
育

成
課

令
和

3年
度
の
放

課
後

児
童
ク

ラ
ブ
運

営
に
関

す
る
文

章
　

部
分
公
開

不
存

在
R
5.
1
1.
6

写
し
の

交
付

指
定

管
理
者

の
印
影

■

7
0

R
5
.
10
.
2
0

市
内

の
個

人
市
長

こ
ど

も
育

成
課

令
和

4年
度
の
放

課
後

児
童
ク

ラ
ブ
運

営
に
関

す
る
文

章
部

分
公
開

不
存

在
R
5.
1
1.
6

写
し
の

交
付

ス
タ

ッ
フ
番

号
、
所

属
ク

ラ
ブ
、

指
定
管

理
者
の

社
員

名
、
指

定
管
理

者
の

印
影

■
■

7
1

R
5
.
10
.
2
0

市
内

の
個

人
市
長

こ
ど

も
育

成
課

令
和

5年
度
の
放

課
後

児
童
ク

ラ
ブ
運

営
に
関

す
る
文

章
　

部
分
公
開

R
5.
1
1.
6

写
し
の

交
付

指
定

管
理
者

の
印
影

■

7
2

R
5
.
10
.
2
7

市
外

の
個

人
市
長

健
康
課

新
型

コ
ロ
ナ

ワ
ク

チ
ン
後

遺
症
患

者
一
覧

表
取
下

げ

7
3

R
5
.
10
.
3
0

市
内

の
法

人
市
長

建
築
課

令
和

5年
5月

1日
以
降

、
本
書

受
理
日

ま
で
に

提
出
さ

れ
た
、

建
設
リ

サ
イ

ク
ル
法

の
規
定

に
よ
る

解
体

等
の
届

出
書

部
分
公
開

R
5
.
11
.
1
0
写
し

の
交
付
（

郵
送
）

個
人

の
発
注

者
の
氏

名
、

郵
便
番

号
、
住

所
、
電

話
番

号
、
技

術
管
理

者
の

氏
名

■

7
4

R5
.
11
.
1

市
外

の
法

人
教
育
委

員
会

指
導

課
第
2
1
採
択
地

区
令
和

6年
度
使

用
小
学

校
教
科

書
採
択

に
つ
い

て
部

分
公
開

R
5
.
11
.
1
4

写
し
の

交
付

令
和

５
年
度

第
2
1採

択
地

区
教
科

用
図
書

採
択
地

区
協

議
会
調

査
委
員

名
簿

に
お
け

る
職
名

、
氏

名
、

地
区
、

学
校
名

■
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０
番
台
・
請
求
：
旧
春
日
部
市
分
は
平
成
10
年
4月

1日
以
降
の
情
報
、
旧
庄
和
町
は
平
成
12
年
4月

1日
以
降
の
情
報
が
対
象
)
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2

3
4

5
6

7

４
 
令
和
５
年
度
 
情
報
公
開
請
求
受
付
簿
（
市
役
所
受
付
）

情
報

公
開

条
例

第
6
条

受
付

番
号

受
付
日

請
求
者

区
分

実
施

機
関

主
務

課
請

求
件

名
処
分

内
容

公
開

等
決
定

日
公
開

方
法

非
公

開
部
分

の
内
容

7
5

R5
.
11
.
3

市
外

の
個

人
教
育
委

員
会

社
会

教
育

課
指

導
課

教
育

総
務

課

①
令

和
２
年

度
、
３

年
度

、
４
年

度
、

５
年
度
に

生
涯
学

習
課
が

作
成
し

た
市
立

小
中
学

校
の
P
T
A
等
へ
の

加
入
状

況
の
調

査
書
（

実
態
調

査
資

料
の
よ

う
な
も

の
）
。

PT
A
の
加

入
率
が

わ
か
る

文
書
。

②
市

内
小
中

学
校
が

保
有

す
る
個

人
情
報

を
第
三

者
へ
の

提
供
は

禁
止

と
す

る
旨

の
最
新

の
文
書

。
③
市

教
育
委

員
会
か

ら
出

さ
れ
た

PT
A
活
動
に

お
け
る

留
意
事

項
ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
。

④
市

内
小
中

学
校
か

ら
保

護
者
に

配
付
し

た
個
人

情
報
取

り
扱
い

に
関

す
る

同
意

書
。

⑤
市

内
各
小

中
学
校

P
TA
か
ら

学
校
へ

寄
付
寄

贈
さ
れ

た
際
の

寄
付
採

納
手

続
き
の

文
書

社
会
教

育
課

公
開

、
不
存

在

指
導

課
公
開

、
不
存

在

教
育
総

務
課

部
分
公
開

R
5
.
11
.
1
7
写
し

の
交
付
（

郵
送
）

「
個

人
の
氏

名
及
び

住
所

、
電
話

番
号
、

メ
ー
ル

ア
ド

レ
ス
、

印
影
」

「
法

人
の
代

表
者
印

印
影
」

「
口

座
情
報

」
■

■

7
6

R
5
.
11
.
2
1

市
内

の
個

人
市
長

管
財
課

集
会

所
用
地

に
か
か

る
H
1
5、

H1
6
、
H
17

、
H
1
8、

H1
9
、
H
20
、
H
2
1、

H2
2
、

H
23
、
H
2
4、

H2
5
、
H
2
6、

H2
7
間
の
請

求
と
支

払
わ
れ

た
事
が

わ
か

る
も
の

不
存

在
R
5
.
11
.
2
8

7
7

R
5
.
11
.
2
1

市
内

の
個

人
市
長

管
財
課

駐
車

場
用
地

に
か
か

る
H
1
5、

H1
6
、
H
17

、
H
1
8、

H1
9
、
H
20
、
H
2
1、

H2
2
、

H
23
、
H
2
4、

H2
5
、
H
2
6、

H2
7
間
の
請

求
と
支

払
わ
れ

た
事
が

わ
か

る
も
の

不
存

在
R
5
.
11
.
2
8

7
8

R
5
.
11
.
2
0

市
外

の
法

人
水
道
事
業
管
理
者

工
務
課

東
部

浄
水
場

直
流
電

源
装

置
用
蓄

電
池
修

繕
金
入

り
設
計

書
公
開

R
5.
1
2.
6

写
し
の

交
付

（
C
D
）

7
9

R
5
.
11
.
2
0

市
外

の
法

人
教
育
委

員
会

教
育
施

設
課

市
民

文
化
会

館
 
自
動
火

災
報

知
設
備

更
新
修

繕
金
入

り
設
計

書
取
下

げ

8
0

R
5
.
11
.
2
2

市
内

の
個

人
教
育
委

員
会

指
導

課

①
川

辺
小
学

校
の
学

校
保

健
安
全

計
画
（

そ
の
内

容
が
わ

か
る
文

書
）

Ｒ
４
・

Ｒ
５
年

度
分

②
川

辺
小
学

校
の
児

童
登

下
校
の

安
全
に

つ
い
て

、
学
校

の
指
針

が
分

か
る

文
書

③
川

辺
小
学

校
の
登

校
班

運
営
に

あ
た
り

、
個
人

情
報
の

取
り
扱

い
方

針
が

分
か

る
文
書

公
開

不
存

在
R
5.
1
2.
5

写
し

の
交
付
（

郵
送
）

8
1

R
5
.
11
.
3
0

市
外

の
法

人
水
道
事
業
管
理
者

工
務
課

西
部

浄
水
場

受
変

電
設
備

等
資
材

価
格
特

別
調
査

業
務
委

託
金
入

り
設

計
書

公
開

R
5
.
12
.
1
3
写
し

の
交
付
（

郵
送
）

8
2

R
5
.
11
.
3
0

市
内

の
個

人
市
長

河
川
課

春
日

部
市
の

「
1
0
0㎜

/ｈ
安
心
プ

ラ
ン
」

公
開

R
5
.
12
.
1
4

閲
覧
後

交
付
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市
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10
年
4月
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以
降
の
情
報
、
旧
庄
和
町
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平
成
12
年
4月

1日
以
降
の
情
報
が
対
象
)
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2

3
4

5
6

7
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令
和
５
年
度
 
情
報
公
開
請
求
受
付
簿
（
市
役
所
受
付
）

情
報

公
開

条
例

第
6
条

受
付

番
号

受
付
日

請
求
者

区
分

実
施

機
関

主
務

課
請

求
件

名
処
分

内
容

公
開

等
決
定

日
公
開

方
法

非
公

開
部
分

の
内
容

8
3

R5
.
12
.
3

市
外

の
個

人
市
長

観
光

振
興
課

春
日

部
市
貸

切
観

光
バ
ス

事
業
者

特
別
支

援
金
申

請
部

分
公
開

R
5
.
12
.
1
8
写
し

の
交
付
（

郵
送
）

申
請

者
住
所

、
申
請

者
名

、
代
表

者
名
、

電
話
番

号
、

メ
ー
ル

ア
ド
レ

ス
、

連
絡
担

当
者
、

営
業
所

の
位

置
及
び

面
積
、

自
動

車
車
庫

の
位
置

及
び
収

容
能

力
、
事

業
者
番

号
、

申
請
者

担
当
者

（
代
理

人
）

連
絡
先

、
代
理

人
名

、
代
理

人
住
所

、
印

影
、

車
台
番

号
、
所

有
者

の
氏
名

又
は
名

称
及
び

住
所

、
使
用

者
の
氏

名
又

は
名
称

及
び
住

所
、
二

次
元

コ
ー
ド

、
電
子

車
検

証
管
理

番
号
、

車
両
識

別
符

号
、
セ

キ
ュ
リ

テ
ィ

コ
ー
ド

■

8
4

R5
.
12
.
4

市
外

の
法

人
教
育
委

員
会

指
導

課
令
和

6年
度
用
小

学
校
教

科
図

書
採
択

に
関
す

る
資
料

部
分
公
開

不
存

在
R
5
.
12
.
1
8

写
し
の

交
付

令
和

５
年
度

第
2
1採

択
地

区
教
科

用
図
書

採
択
地

区
協

議
会
調

査
委
員

名
簿

に
お
け

る
職
名

、
氏

名
、

地
区
、

学
校
名

、
研

究
調
査

計
画
に

お
け
る

責
任

者
名

■

8
5

R5
.
12
.
5

市
内

の
法

人
市
長

道
路

建
設
課

市
道

1－
13
号
線

舗
装

維
持
修

繕
金
入

り
設
計

書
公
開

R
5
.1
2
.

写
し
の

交
付

（
C
D
）

8
6

R5
.
12
.
6

市
外

の
個

人
教
育
委

員
会

社
会
教

育
課

指
導
課

市
立

小
中
学

校
の
P
T
A
等
へ
の

加
入
状

況
の
調

査
書

市
教

育
委
員

会
か
ら

出
さ

れ
た
、

PT
A
活
動
に

お
け
る

留
意
事

項
、
ガ

イ
ド

ラ
イ
ン

社
会
教

育
課

公
開

、
不
存

在

指
導

課
公
開

R
5
.
12
.
2
0

写
し
の

交
付

8
7

R
5
.
12
.
2
1

市
外

の
法

人
市
長

資
産
税

課
地
番

参
考
図

と
路

線
価
図

公
開

R
6
.1
.
4

写
し
の

交
付

（
C
D
）
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例
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受
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号
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日
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求
者
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分

実
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関
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求
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内
容

公
開

等
決
定

日
公
開

方
法
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公

開
部
分

の
内
容

8
8

R
6
.1
.
5

市
外

の
個

人
市
長

農
業

振
興
課

農
振

農
用
地

区
地

域
除
外

当
申
出

書
部

分
公
開

R
6.
1
.1
8

写
し
の

交
付

印
影

、
住
所

、
氏
名

、
職

業
、
事

業
計
画

、
理
由

書
の

理
由
、

電
話
番

号
、

図
面
、

定
款
、

作
成
年

月
日

（
公
証

人
役
場

）
、

登
録
番

号
、
商

号
、
本

店
、

会
社
法

人
番
号

・
目

的
・
株

数
・
資

本
金

額
、

役
員
、

登
記
記

録
に

関
す
る

事
項
、

資
金
調

達
計

画
書
、

事
業
実

績
、

生
年
月

日

■
■

8
9

R6
.
1.
1
5

市
外

の
法

人
市
長

市
民
課

2
02
3
年
7
月
1
日
か
ら

2
02
3
年
1
2月

31
日
ま

で
に
付

定
の
あ

っ
た
住

居
表

示
（
付

定
・
変

更
・
廃

止
）

受
付
簿

と
該
当

の
住
居

表
示
台

帳
部

分
公
開

R
6.
1
.2
6

写
し

の
交
付
（

郵
送
）

個
人

の
届
出

人
氏
名

及
び

住
所

■

9
0

R6
.
1.
1
9

市
内

の
個

人
市
長

都
市

計
画
課

第
4
次
春

バ
ス
運

行
計

画
書
 
３
ル

ー
ト
別

利
用
者

数
（
利

用
者
数

合
計
1
4
6
,3
0
0人

の
内
訳

）
公
開

R
6.
1
.3
0

写
し
の

交
付

9
1

R6
.
1.
2
4

市
外

の
個

人
市
長

人
権

共
生
課

2
02
3
年
9
月
3
0日

に
実

施
さ
れ

た
講
座

【
女
性

の
た
め

の
 
法
律
基

礎
講

座
　

～
知

っ
て
お

き
た
い

婚
姻

・
離
婚

の
常
識

～
】
に

つ
い
て

公
開

R
6.
1
.3
1

写
し

の
交
付
（

郵
送
）

9
2

R6
.
2.
2
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に
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(１
０
０
０
番
台
・
請
求
：
旧
春
日
部
市
分
は
平
成
10
年
4月

1日
以
降
の
情
報
、
旧
庄
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町
は
平
成
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年
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1日
以
降
の
情
報
が
対
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)
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５
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付
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付
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付
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付
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５ 年度別処理状況
請求・申出等の処理状況については、次のとおりです。

年度

請
求
等
件
数

取
下
げ

義務的公開請求の決定件数 任意的公開申出の決定件数

公
開
決
定

部
分
公
開
決
定

非公開決定等

合計

公
開
決
定

部
分
公
開
決
定

非公開決定等

合計

非

公

開

等

不

存

在
小計

非

公

開

等

不

存

在

小

計

H26 35 0 9 23 0 3 3 35 0 0 0 0 0 0

H27 66 4 22 40 0 11 11 73 0 0 0 0 0 0

H28 75 1 51 26 0 19 19 96 0 1 0 0 0 1

H29 74 6 38 27 0 6 6 71 0 0 0 0 0 0

H30 131 5 87 38 2 2 4 129 0 0 0 0 0 0

R 元 181 10 121 45 0 7 7 173 0 1 0 1 1 2

R2 353 6 286 60 0 40 40 386 0 1 0 0 0 1

R3 471 6 408 91 5 43 48 547 0 0 0 0 0 0

R4 156 3 93 56 6 40 46 195 0 0 0 0 0 0

R5 93 9 67 47 0 13 13 127 0 0 0 0 0 0
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○情報公開請求等件数の推移

○情報公開受付件数における請求・申出者数（個人・法人）の推移

※上記の件数は受付件数であるため、取下げとなった件数も含む
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Ⅱ 春日部市個人情報保護制度

運用状況
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１ 個人情報ファイル簿・個人情報取扱事務登録簿の作成状況
個人情報の保護に関する法律第７５条では、市が保有している個人情報ファイルに

ついて、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならない旨が規定されていま

す。作成の対象外となる個人情報ファイルもありますが、令和５年度の作成・公表数

は１５６件です。

また、本市では、個人情報ファイル簿に加え、市独自の取組として、市が保有する

個人情報の状況に関する事項を記載した個人情報取扱事務登録簿も作成し、公表する

ことを個人情報の保護に関する法律施行条例第３条において規定しています。令和５

年度の登録数は、１,０８１件です。

実施機関
個人情報ファイル簿

作成・公表数

個人情報取扱事務登録簿

登録・公表数

市長 １１７ ７８８

消防長 １３ ４９

教育委員会 １２ １５２

選挙管理委員会 ２ １４

公平委員会 ０ ３

監査委員 ０ ３

農業委員会 １ １

固定資産評価審査委員会 ０ ０

水道事業管理者 ４ ２３

病院事業管理者 ７ ４８

合 計 １５６ １,０８１



２ 保有個人情報開示等請求受付及び決定の内容
令和５年度の保有個人情報開示等の請求件数は６７件でした。内訳は次のとおりです。

３ 請求者の区分
請求の受付件数の内訳は、次のとおりです。

実施機関
受付

件数

取下げ

件数

請求

件数

決 定 内 容

開示 部 分 開 示 不開示等 不存在 却下

市 長 ４６ ０ ４６ ９ ３４ ０ ３ ０

消 防 長 ３ ０ ３ ０ ３ ０ ０ ０

教 育 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

選 挙管理 委員会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

公 平 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

水 道事業 管理者 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

病 院事業 管理者 １８ ０ １８ １２ ４ ０ ２ ０

合 計 ６７ ０ ６７ ２１ ４１ ０ ５ ０

区 分 市内の個人 市外の個人 計（件数）

請 求 ５３ １４ ６７
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４ 部分開示決定の内訳
令和５年度の部分開示決定４１件の内訳は、次のとおりです。

なお、部分開示決定４１件に対して、理由の内訳の合計が６５件となっているのは、

１件の請求に対して、複数の部分開示・不開示理由により、決定をしたものがあるため

です。

［参考］個人情報の保護に関する法律

（保有個人情報の開示義務）

第七十八条 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に

次の各号に掲げる情報（以下この節において「不開示情報」という。）のいずれかが含ま

れている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

一 開示請求者（第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする

場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第八十六条第一

項において同じ。）の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

二 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）

であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の

特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、開示請求者

以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）若しくは個人識別

符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開

示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。

ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予

内 訳 （個人情報の保護に関する法律第 78 条第 1 項の各号） 件 数

第１号（個人に関する情報） １

第２号（個人に関する情報） ３４

第３号（法人等に関する情報） ２５

第４号（国の安全等に関する情報） ０

第５号（公共の安全等に関する情報） ０

第 6 号（審議、検討等に関する情報） ０

第 7 号（事務又は事業に関する情報） ０

合 計 ６５
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定されている情報

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認め

られる情報

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第二条第一項

に規定する国家公務員（独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の

職員を除く。）、独立行政法人等の職員、地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六

十一号）第二条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。）である

場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、

当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

三 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。

以下この号において「法人等」という。）に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む

個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活

又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあるもの

ロ 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、

法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件

を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるも

の

四 行政機関の長が第八十二条各項の決定（以下この節において「開示決定等」という。）

をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国

際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被

るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

五 行政機関の長又は地方公共団体の機関（都道府県の機関に限る。）が開示決定等をする

場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行

その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長又は地

方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報

六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間にお

ける審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換

若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせ

るおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

七 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に
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関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の

性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

イ 独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場合

において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれ

るおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

ロ 独立行政法人等、地方公共団体の機関（都道府県の機関を除く。）又は地方独立行政

法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全

と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事

実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発

見を困難にするおそれ

ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方

独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関

し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

［参考］個人情報の保護に関する法律施行条例

（開示情報）

第５条 法第78条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の開示することとされ

ている情報として条例で定めるものは、春日部市情報公開条例（平成 17 年条例第 16

号）第６条第２号エ及びオに掲げる情報（法第 78 条第１項各号（第２号を除く。）に

該当するものを除く。）とする。
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停
止
：
現
に
保
有
し
て
い
る
情
報
が
対
象
）

1
2

3
4

5
6

7

1
R
5
.4
.
5

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5.
4
.1
2

写
し
の

交
付

依
頼

者
氏
名

、
土
地

家
屋
調

査
士

法
人
の

職
印
の

印
影

■
■

2
R
5
.4
.
5

市
内

の
個

人
市
長

障
が
い
者

支
援

課
不
当

な
刑
事

告
訴
及

び
そ
れ

に
付

随
す
る

事
項
の

全
て

開
示

R
5.
4
.1
9

写
し
の

交
付

3
R5
.
4.
1
0

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5.
4
.1
9

写
し
の

交
付

依
頼

者
の
氏

名
、
司

法
書
士

の
職

印
の
印

影
■

■

4
R5
.
4.
2
8

市
内

の
個

人
市
長

障
が
い
者

支
援

課
精
神

障
害
者

福
祉
保

健
手
帳

申
請

時
に
提

出
し
た

診
断
書

の
写
し

部
分
開
示

R
5.
5
.1
1

写
し
の

交
付

医
師

の
印
の

印
影

■

5
R
5
.5
.
1

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5.
5
.1
2

写
し

の
交

付
（

郵
送
）

業
務

の
種
類

の
内
容

一
部
・

依
頼

者
の
氏

名
、
使

者
の

氏
名
・

印
影
、

司
法
書

士
の

職
印
の

印
影

■
■

6
R
5
.5
.
8

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5.
5
.1
2

写
し
の

交
付

依
頼

者
の
氏

名
、
司

法
書
士

の
職

印
の
印

影
■

■

7
R
5
.5
.
9

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5.
5
.1
2

写
し
の

交
付

依
頼

者
の
氏

名
及
び

被
相
続

人
氏

名
、
司

法
書
士

の
職

印
の
印

影
■

■

8
R5
.
5.
1
1

市
内

の
個

人
消
防

長
庄
和
消

防
署

火
災

に
関
す

る
実
況

見
分
調

書
、

火
災
原

因
判
定

書
部

分
開
示

R
5.
5
.2
5

写
し
の

交
付

火
災

原
因
判

定
書
、

実
況
見

分
調

書
に
記

載
の
請

求
者

以
外
の

氏
名
、

住
所
、

供
述

及
び
調

査
に
よ

り
得

た
情
報

。
付
随

す
る
参

照
資

料
も
上

記
内
容

を
含

む
。

■

9
R5
.
5.
2
9

市
外

の
個

人
市
長

人
権
共

生
課

ハ
ー

モ
ニ
ー

春
日
部

で
相
談

し
た

す
べ
て

の
記
録

開
示

R
5
.6
.
6

写
し

の
交

付
（

郵
送
）

1
0

R
5
.6
.
5

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5.
6
.1
3

写
し
の

交
付

依
頼

者
の
氏

名
、
被

相
続
人

氏
名

及
び
そ

の
親

族
、

弁
護
士

の
職
印

の
印
影

■
■

1
1

R
5
.6
.
6

市
内

の
個

人
市
長

ま
ち
づ

く
り
推

進
課

Ｈ
2
8
・
3
都
市
計

画
変
更

に
関

す
る
説

明
会
議

事
録

部
分
開
示

R
5.
6
.1
5

写
し
の

交
付

開
示

請
求
者

以
外
の

個
人
に

関
す

る
情
報

（
氏
名

及
び

肩
書
き

）
■

５
 
令
和
５
年
度
 
保
有
個
人
情
報
開
示
等
請
求
受
付
簿
（
市
役
所
受
付
）

個
人

情
報
保

護
法

第
78
条

受
付

番
号

受
付
日

請
求
者

区
分

実
施

機
関

主
務

課
請

求
件
名

処
分

内
容

決
定

日
開
示

方
法

不
開

示
部

分
の

内
容
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(３
０
０
０
番
台
・
開
示
請
求
、
訂
正
、
削
除
、
利
用
停
止
：
現
に
保
有
し
て
い
る
情
報
が
対
象
）

1
2

3
4

5
6

7

５
 
令
和
５
年
度
 
保
有
個
人
情
報
開
示
等
請
求
受
付
簿
（
市
役
所
受
付
）

個
人

情
報
保

護
法

第
78
条

受
付

番
号

受
付
日

請
求
者

区
分

実
施

機
関

主
務

課
請

求
件
名

処
分

内
容

決
定

日
開
示

方
法

不
開

示
部

分
の

内
容

1
2

R5
.
6.
1
9

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5
.7
.
4

写
し
の

交
付

使
者

の
氏
名

・
印
影

、
弁
護

士
の

職
印
の

印
影

■
■

1
3

R5
.
6.
3
0

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
戸
籍

情
報
の

取
り
寄

せ
を
行

っ
た

者
の
情

報
と
請

求
理
由

部
分
開
示

R
5.
7
.1
2

写
し
の

交
付

請
求

に
係
る

者
の
続

柄
、
被

相
続

人
の
氏

名
、
交

付
請

求
者
の

問
合
せ

人
、
行

政
書

士
の
運

転
免
許

証
の

氏
名
を

除
く
部

分
、
行

政
書

士
法
人

の
印

影
、

行
政
書

士
の
職

印
の
印

影

■
■

1
4

R
5
.7
.
4

市
内

の
個

人
市
長

人
権
共

生
課

ハ
ー

モ
ニ
ー

春
日
部

へ
相
談

に
行

っ
た
こ

と
が
分

か
る
記

録
部

分
開
示

R
5.
7
.1
3

写
し

の
交

付
（

郵
送
）

相
談

担
当
者

氏
名

■

1
5

R5
.
7.
1
0

市
外

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

で
の

超
音
波

検
査
結

果
及
び

画
像
デ

ー
タ

開
示

R
5.
7
.2
1

写
し
の

交
付

1
6

R5
.
7.
1
0

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5.
7
.1
4

写
し
の

交
付

依
頼

者
の
氏

名
、
被

相
続
人

氏
名

、
死
亡

日
、
続

柄
、

司
法
書

士
の
職

印
の
印

影
■

■

1
7

R5
.
7.
1
1

市
内

の
個

人
消
防

長
春
日

部
消
防

署
私
の

子
が
り

災
し
た

火
災
に

関
す

る
書
類

全
て

部
分
開
示

R
5.
7
.2
5

写
し
の

交
付

火
災

調
査
書

の
「
原

因
の
発

火
源

・
経
過

」
、

「
火

災
・
原

因
概
要

の
出
火

原
因

」
、
「

通
報
状

況
」

、
「
初

期
消
火

状
況
」

、
火

災
原
因

判
定
書

の
「

個
人
名

」
、
「

個
人
の

所
有

に
関
す

る
情

報
」

、
「
出

火
原
因

の
判
定

の
一

部
」
、

「
関
係

者
の

供
述
及

び
口
述

内
容
」

、
実

況
見
分

調
査
書

の
「

個
人
名

」
、
「

写
真
番

号
（

2）
及
び
（

3）
の
人

の
被
写

体
」
、

「
関
係

者
の

口
述
内

容
」
、

質
問

調
査
書

の
「
申

述
者
の

住
所

・
氏
名

・
供
述

内
容

」
の
一

部

■

1
8

R5
.
7.
2
0

市
外

の
個

人
市
長

こ
ど

も
相
談

課
春
日

部
市
役

所
で
相

談
し
た

際
の

記
録

部
分
開
示

R
5
.8
.
2

写
し

の
交

付
（

郵
送
）

家
庭

児
童
相

談
員
氏

名
■

1
9

R5
.
7.
2
1

市
内

の
個

人
市
長

生
活
支

援
課

①
移

管
保
護

決
定
通

知
書
一

式
②
保

護
決
定

調
書

③
保

護
決
定

以
後
の

決
定
通

知
書

3か
月
分

部
分
開
示

R
5
.8
.
4

閲
覧

（
全
部

）
及
び

写
し
の

交
付

（
一
部
）

保
護

台
帳
、

ケ
ー
ス

記
録
票

、
扶

養
（
援

助
）
届

書
、

扶
養
義

務
者
台

帳
、
援

助
方

針
記
録

票
に
お

け
る

、
扶
養

義
務
者

の
個
人

情
報

や
申
告

内
容
、

ケ
ー

ス
記
録

票
に
お

け
る
法

人
そ

の
他
の

団
体
に

関
す

る
情
報

、
援
助

方
針
記

録
票

、
ケ
ー

ス
記
録

票
に

お
け
る

記
載
内

容
の
一

部
、

医
療
要

否
意
見

書
、

患
者
実

態
調
査

票
、
医

療
扶

助
ケ
ー

ス
検
討

票
、

病
状
調

査
票
に

お
け
る

医
師

の
所
見

等
患
者

実
態

調
査
票

、
医
療

扶
助
ケ

ー
ス

兼
投
票

、
病
状

調
査

票
に
お

け
る
医

療
機
関

の
印

影

■
■
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(３
０
０
０
番
台
・
開
示
請
求
、
訂
正
、
削
除
、
利
用
停
止
：
現
に
保
有
し
て
い
る
情
報
が
対
象
）

1
2

3
4

5
6

7

５
 
令
和
５
年
度
 
保
有
個
人
情
報
開
示
等
請
求
受
付
簿
（
市
役
所
受
付
）

個
人

情
報
保

護
法

第
78
条

受
付

番
号

受
付
日

請
求
者

区
分

実
施

機
関

主
務

課
請

求
件
名

処
分

内
容

決
定

日
開
示

方
法

不
開

示
部

分
の

内
容

2
0

R5
.
8.
1
4

市
外

の
個

人
市
長

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

の
診

療
記
録

（
カ
ル

テ
）
、

画
像
デ

ー
タ

不
存

在
R
5.
8
.2
3

2
1

R5
.
8.
1
5

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5.
8
.1
8

写
し
の

交
付

業
務

の
種
類

に
記
載

さ
れ
た

氏
名

及
び
依

頼
者
の

氏
名

、
司
法

書
士
の

職
印
の

印
影

■
■

2
2

R5
.
8.
1
7

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5.
8
.2
5

写
し
の

交
付

税
理

士
事
務

所
の
印

影
■

2
3

R5
.
8.
1
8

市
内

の
個

人
市
長

介
護
保

険
課

私
の

母
の
事

故
情
報

の
記
録

開
示

R
5.
8
.2
5

写
し
の

交
付

2
4

R5
.
8.
2
1

市
内

の
個

人
消
防

長
警
防

課
私
の

母
の
活

動
記
録

票
に
か

か
る

書
類
す

べ
て

部
分
開
示

R
5
.9
.
4

写
し
の

交
付

通
報

者
氏
名

、
通
報

者
電
話

番
号
、

同
乗

者
氏
名

■

2
5

R5
.
8.
2
8

市
内

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

内
科

の
診
療

記
録
（

カ
ル
テ

）
開
示

R
5
.9
.
8

写
し

の
交

付
（

郵
送
）

2
6

R5
.
8.
2
8

市
外

の
個

人
市
長

資
産
税
課

固
定

資
産
税

・
都
市

計
画
納

税
義

務
者
代

表
届
出

書
不
存

在
R
5
.9
.
7

2
7

R5
.
8.
3
0

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5
.9
.
7

写
し

の
交

付
（

郵
送
）

依
頼

者
の
氏

名
及
び

具
体
的

な
事

由
に
記

載
さ
れ

た
氏

名
、
行

政
書
士

の
職
印

の
印

影
■

■

2
8

R5
.
8.
3
0

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5
.9
.
8

閲
覧

業
種

の
種
類

の
内
容

一
部
、

依
頼

者
の
氏

名
、
使

者
の

氏
名
・

印
影
、

司
法
書

士
の

職
印
の

印
影

■
■

2
9

R
5
.9
.
4

市
内

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

の
診

療
記
録

（
カ
ル

テ
）
、

紹
介
状

、
画
像

デ
ー

タ
部

分
開
示

R
5.
9
.1
3

写
し
の

交
付

診
療

情
報
提

供
書
の

医
師
の

印
影

■

3
0

R
5
.9
.
5

市
外

の
個

人
市
長

農
業
振

興
課

農
業

振
興
地

域
農
用

地
区
域

か
ら

の
除
外

申
請
書

部
分
開
示

R
5.
9
.1
9

写
し
の

交
付

事
業

計
画
者

の
印
影

、
氏
名

、
建

築
士
登

録
番
号

及
び

氏
名
、

発
起
人

印
影
、

公
証

人
印
影

、
定
款

の
条

文
、
認

証
文
、

代
表
取

締
役

生
年
月

日
■

■
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(３
０
０
０
番
台
・
開
示
請
求
、
訂
正
、
削
除
、
利
用
停
止
：
現
に
保
有
し
て
い
る
情
報
が
対
象
）

1
2

3
4

5
6

7

５
 
令
和
５
年
度
 
保
有
個
人
情
報
開
示
等
請
求
受
付
簿
（
市
役
所
受
付
）

個
人

情
報
保

護
法

第
78
条

受
付

番
号

受
付
日

請
求
者

区
分

実
施

機
関

主
務

課
請

求
件
名

処
分

内
容

決
定

日
開
示

方
法

不
開

示
部

分
の

内
容

3
1

R
5
.9
.
7

市
外

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
私
の

子
に
係

る
、
春

日
部
市

立
医

療
セ
ン

タ
ー
の

診
療
記

録
（
カ

ル
テ
）

、
画
像

デ
ー
タ

開
示

R
5.
9
.2
1

写
し
の

交
付

3
2

R5
.
9.
1
1

市
内

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

の
診

療
記
録

（
カ
ル

テ
）
、

画
像
デ

ー
タ

部
分
開
示

R
5.
9
.2
5

写
し
の

交
付

診
療

情
報
提

供
書
の

医
師
の

印
影

、
検
査

報
告
書

の
検

査
担
当

者
の
氏

名
■

3
3

R5
.
9.
1
4

市
外

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

の
診

療
記
録

（
カ
ル

テ
）
、

画
像
デ

ー
タ

部
分
開
示

R
5.
9
.2
8

閲
覧

検
査

報
告
書

の
検
査

担
当
者

の
印

影
■

3
4

R5
.
9.
2
5

市
内

の
個

人
市
長

生
活
支

援
課

ケ
ー

ス
記
録

部
分
開
示

R
5
.1
0
.
1
0

写
し
の

交
付

ケ
ー

ス
記
録

の
う
ち

、
病
状

調
査

、
ケ
ー

ス
診
断

会
議

、
組
織

的
検
討

、
そ
の

他
援

助
方
針

に
関
す

る
内

容
、
管

理
会
社

、
訪
看

す
み

れ
の
担

当
者

名
、

法
人
そ

の
他
の

団
体
に

関
す

る
情
報

■
■

■

3
5

R5
.
9.
2
8

市
内

の
個

人
市
長

生
活
支

援
課

所
得

証
明
に

関
す
る

職
務
上

請
求

の
全
て

の
書
類

不
存

在
R
5
.1
0
.
1
2

‐

3
6

R5
.
9.
2
9

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5.
1
0.
5

写
し
の

交
付

請
求

者
に
係

る
者
の

氏
名
、

依
頼

者
の
氏

名
、
弁

護
士

の
職
印

の
印
影

■
■

3
7

R5
.
9.
2
9

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5.
1
0.
5

写
し
の

交
付

依
頼

者
の
氏

名
、
続

柄
、
司

法
書

士
法
人

の
印
影

■
■

3
8

R5
.
10
.
4

市
内

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
医

療
セ
ン

タ
ー
受

診
時

の
画
像

デ
ー
タ

開
示

R
5
.1
0
.
1
7

写
し
の

交
付

3
9

R5
.
10
.
5

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5
.1
0
.
1
3

写
し
の

交
付

依
頼

者
の
氏

名
、
続

柄
、
依

頼
者

に
つ
い

て
該
当

す
る

事
由
中

の
関
係

者
に
つ

い
て

の
氏
名

、
税
理

士
の

印
影

■
■

4
0

R
5
.
10
.
1
6

市
外

の
個

人
市
長

障
が
い
者

支
援

課
手
帳

を
所
持

し
て
い

た
こ
と

の
わ

か
る
書

類
開
示

R
5
.1
0
.
2
5

写
し
の

交
付

4
1

R
5
.
10
.
2
3

市
内

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

全
診

療
科
医

療
記
録

開
示

R
5.
1
1.
6

写
し
の

交
付

（
C
D
）
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(３
０
０
０
番
台
・
開
示
請
求
、
訂
正
、
削
除
、
利
用
停
止
：
現
に
保
有
し
て
い
る
情
報
が
対
象
）

1
2

3
4

5
6

7

５
 
令
和
５
年
度
 
保
有
個
人
情
報
開
示
等
請
求
受
付
簿
（
市
役
所
受
付
）

個
人

情
報
保

護
法

第
78
条

受
付

番
号

受
付
日

請
求
者

区
分

実
施

機
関

主
務

課
請

求
件
名

処
分

内
容

決
定

日
開
示

方
法

不
開

示
部

分
の

内
容

4
2

R5
1
0.
2
7

市
内

の
個

人
市
長

国
民
健
康

保
険

課
レ
セ

プ
ト

開
示

R
5.
1
1.
9

写
し
の

交
付

4
3

R
5
.
10
.
2
7

市
内

の
個

人
市
長

こ
ど

も
支
援

課
現
況

届
及
び

そ
れ
に

付
随
す

る
書

類
一
式

開
示

R
5.
1
1.
9

写
し
の

交
付

4
4

R
5
.
10
.
3
0

市
内

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

産
婦

人
科
の

画
像
デ

ー
タ
　

　
開
示

R
5
.1
1
.
1
0

写
し
の

交
付

（
C
D
）

4
5

R5
.
11
.
2

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5
.1
1
.
1
0

写
し
の

交
付

故
人

の
氏
名

、
依
頼

者
の
氏

名
、

故
人
と

の
関
係

性
、

行
政
書

士
の
職

員
の
印

影

4
6

R
5
.
11
.
1
7

市
外

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

の
診

断
書
、

診
療
録

、
診
療

明
細
書

、
手
術

記
録
等

、
保
管

記
録
の

一
切
及

び
撮

影
さ
れ

た
画
像

部
分
開
示

R
5.
1
2.
1

写
し

の
交

付
（

郵
送
）

お
薬

手
帳
の

写
し
に

お
け
る

薬
剤

師
の
氏

名
及
び

印
影

■

4
7

R
5
.
11
.
2
1

市
内

の
個

人
市
長

国
民
健
康

保
険

課
①
国

民
健
康

保
険
出

産
一
時

金
、

支
給
申

請
書
関

係
②
出

産
育
児

一
時
金

差
額
支

給
の
お

知
ら
せ

③
1
、
2
の
入

っ
て
い

た
封
筒

部
分
開
示

R
5.
1
2.
5

写
し
の

交
付

金
融

機
関
名

、
口
座

番
号
、

口
座

名
義
、

相
手
方

氏
名

・
住
所

、
差
出

人
氏
名

、
差

額
支
給

額
、
出

産
費

用
、
差

額
支
給

金
額

■

4
8

R
5
.
11
.
2
4

市
内

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

の
診

療
記
録

不
存

在
R
5.
1
2.
5

4
9

R5
.
12
.
6

市
内

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

で
の

肺
Ｃ
Ｔ

、
肝
エ

コ
ー
、

肺
Ｃ
Ｔ

の
読
影

者
コ
メ

ン
ト
が

書
か
れ

た
用
紙

開
示

R
5
.1
2
.
1
9

写
し
の

交
付

（
紙
媒
体

・
C
D）

5
0

R
5
.
12
.
1
3

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
5
.1
2
.
2
2

写
し
の

交
付

依
頼

者
の
氏

名
、
弁

護
士
の

職
印

の
印
影

■
■

5
1

R
5
.
12
.
2
1

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
6
.1
.
4

閲
覧

請
求

者
の
住

所
、
氏

名
、
電

話
番

号
、
続

柄
、
請

求
の

理
由
等

中
の
関

係
者
の

氏
名

等
■

5
2

R
6
.1
.
4

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
6.
1
.1
7

写
し
の

交
付

依
頼

者
の
氏

名
又
は

名
称
、

関
係

者
氏
名

及
び
住

所
、

相
続
人

の
氏
名

、
使
者

（
補

助
者
）

氏
名
、

請
求

者
の
事

務
所
印

の
印
影

■
■

30



(３
０
０
０
番
台
・
開
示
請
求
、
訂
正
、
削
除
、
利
用
停
止
：
現
に
保
有
し
て
い
る
情
報
が
対
象
）

1
2

3
4

5
6

7

５
 
令
和
５
年
度
 
保
有
個
人
情
報
開
示
等
請
求
受
付
簿
（
市
役
所
受
付
）

個
人

情
報
保

護
法

第
78
条

受
付

番
号

受
付
日

請
求
者

区
分

実
施

機
関

主
務

課
請

求
件
名

処
分

内
容

決
定

日
開
示

方
法

不
開

示
部

分
の

内
容

5
3

R6
.
1.
1
9

市
外

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

内
科

の
画
像

デ
ー
タ

（
M
RI
)

開
示

R
6.
1
.3
1

写
し
の

交
付

（
C
D
）

5
4

R
6
.2
.
2

市
外

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

の
診

療
記
録

（
カ
ル

テ
）

不
存

在
R
6
.2
.
9

5
5

R
6
.2
.
5

市
外

の
個

人
市
長

障
が
い
者

支
援

課
補
装

具
支
給

決
定
に

関
す
る

支
給

申
請
書

、
判
定

書
、
補

装
具
費

支
給
意

見
書
そ

の
他
の

支
給
決

定
の
判

断
の

基
礎
と

な
っ
た

資
料

部
分
開
示

R
6.
2
.1
5

写
し

の
交

付
（

郵
送
）

代
表

取
締
役

社
長
の

印
影
、

営
業

担
当
者

氏
名

■

5
6

R6
.
2.
1
5

市
内

の
個

人
市
長

収
納
管

理
課

滞
納

シ
ス
テ

ム
　
経

過
記
録

開
示

R
6.
2
.2
7

写
し
の

交
付

5
7

R6
.
2.
2
7

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
6.
2
.2
9

写
し
の

交
付

被
相

続
人
の

氏
名
及

び
依
頼

者
の

氏
名
、

司
法
書

士
の

職
員
の

印
影

■
■

5
8

R6
.
2.
2
9

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
住

民
票
の

写
し
等

」
の
交

付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

部
分
開
示

R
6
.3
.
8

写
し
の

交
付

被
相

続
人
の

氏
名
及

び
依
頼

者
の

氏
名
、

行
政
書

士
の

職
員
の

印
影

■
■

5
9

R
6
.3
.
5

市
内

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

で
の

①
Ｍ
Ｒ

Ｉ
・
Ｃ

Ｔ
、
脳

外
の
画

像
コ

ピ
ー

、
読
影

リ
ポ
ー

ト
画
像

デ
ー

タ
②
腹

部
エ
コ

ー
、
読

影
リ
ポ

ー
ト
、

開
示

R
6.
3
.1
4

写
し
の

交
付

6
0

R6
.
3.
1
1

市
内

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

整
形

外
科
の

Ｃ
Ｔ
画

像
、
レ

ン
ト
ゲ

ン
画
像

開
示

R
6.
3
.1
9

写
し

の
交

付
（

C
D郵

送
）

6
1

R6
.
3.
1
9

市
外

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

内
科

の
画
像

デ
ー
タ

（
内
視

鏡
）
病

状
の
わ

か
る
も

の
開
示

R
6.
3
.2
6

写
し
、
C
D
の
交
付

6
2

R6
.
3.
2
7

市
内

の
個

人
病
院
事
業
管
理
者

医
事

課
春
日

部
市
立

医
療
セ

ン
タ
ー

消
化

器
内
科

の
診
療

記
録
（

カ
ル
テ

）
、
画

像
デ
ー

タ
開
示

R
6.
4
.1
0

写
し
、
C
D
の
交
付
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(４
０
０
０
番
台
・
開
示
請
求
、
訂
正
、
削
除
、
利
用
停
止
：
現
に
保
有
し
て
い
る
情
報
が
対
象
）

1
2

3
4

5
6

7

1
R5
.
4.
1
3

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
戸

籍
全
部

事
項
証

明
書
」

「
附

票
の
写

し
」
の

交
付
の

原
因
と

な
っ
た

請
求
書

開
示

R
5.
4
.2
5

写
し
の

交
付

2
R
5
.
11
.
2
7

市
内

の
個

人
市
長

市
民

課
「
戸

籍
全
部

事
項
証

明
書
」

「
改

正
原
戸

籍
謄
本

」
の
交

付
の
原

因
と
な

っ
た
請

求
書
　

部
分
開
示

R
5.
1
2.
6

写
し
の

交
付

被
相

続
人
の

氏
名
、

依
頼
者

の
氏

名
、
該

当
す
る

具
体

的
事
由

、
行
政

書
士
の

職
員

の
印
影

■
■

3
R
5
.
12
.
2
8

市
内

の
個

人
市
長

障
が
い
者

支
援

課
「
判

定
書
」

及
び
こ

れ
に
附

随
す

る
「
心

理
・
職

能
意
見

書
」

開
示

R
6.
1
.1
1

写
し
の

交
付

4
R6
.
1.
1
2

市
外

の
個

人
市
長

市
民

課
「
戸

籍
全
部

事
項
証

明
書
」

「
改

正
原
戸

籍
謄
本

」
の
交

付
の
原

因
と
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６ 年度別処理状況
保有個人情報開示等請求の処理状況については、次のとおりです。

年度
請求

件数
取下げ

保有個人情報開示請求の決定件数

開示

決定

部分開

示決定

不開示等決定

合計
不開示 不存在 却下

Ｈ26 70 1 19 49 0 1 0 69

Ｈ27 102 1 40 59 0 3 0 102

Ｈ28 101 1 37 59 0 8 0 104

Ｈ29 105 １ 38 66 0 2 0 106

Ｈ30 105 ０ 50 46 0 10 0 106

Ｒ元 75 2 30 42 0 3 0 75

Ｒ２ 83 ４ 32 45 ０ ６ 0 83

Ｒ３ 106 0 47 50 0 15 0 112

Ｒ４ 92 2 37 46 1 15 0 99

Ｒ５ 67 0 21 41 0 5 0 67
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○保有個人情報開示等請求件数の推移
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Ⅲ 春日部市情報公開・個人情報保護

審査会、審議会の運営状況
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１ 春日部市情報公開・個人情報保護審査会の運営状況
行政不服審査法に基づく不服申立てがあった場合、実施機関の諮問に応じて審査する

ために設置された附属機関です(委員定数：４人以内)。

令和５年度は、不服申立てがなかったため、審査会の開催はありませんでした。

○春日部市情報公開・個人情報保護審査会委員
（令和６年３月３１日現在）

氏 名 職 業 等 任 期

委 員

〃

〃

〃

荒木 真名

岡本 毅

進藤 秀子

山田 真一郎

弁護士

弁護士

弁護士

高崎経済大学地域政策学部准教授

R8.1.31 まで

R6.5.31 まで

R8.1.31 まで

R8.1.31 まで
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２ 春日部市情報公開・個人情報保護審議会の運営状況
春日部市情報公開条例に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律、個

人情報の保護に関する法律施行条例及び春日部市議会の個人情報の保護に関する条例に

基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るために設置された附属機関です

(委員定数：７人以内)。令和５年度は、審議会を２回開催しました。

○春日部市情報公開・個人情報保護審議会委員
（令和６年 3 月 31 日現在）

○審議会開催状況

氏 名 職 業 等 任 期

(１号委員)

委 員

〃

〃

〃

(２号委員)

委 員

〃

(３号委員)

委 員

志村信太郎

鹿江 陽介

伊藤 大河

大島 由美

関根 豊

厚川 雅信

成瀬 敏之

弁護士

司法書士

共栄大学国際経営学部准教授

埼玉県消費生活コンサルタントの会 会員

春日部商工会議所専務理事

春日部青年会議所副理事長

公募に応じた市民

R6.2.1 から

R8.1.31 まで

開催日 審 議 内 容

第１回

R5.7.25

《報告》

第１号 個人情報の不適切な取扱いについて

第 2 号 令和 5 年度からの個人情報保護制度について

第 3 号 春日部市情報公開・個人情報保護審議会の運営について

第 4 号 令和 4 年度春日部市情報公開・個人情報保護制度運用状況について

第２回

R6.2.8

《議案》

第１号 会長及び副会長の選出について

《報告》

第 5 号 個人情報の不適切な取扱いについて

第 6 号 令和 5 年度個人情報保護制度の取組状況について
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Ⅳ 出資法人等実施状況
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１ 情報公開制度の実施状況

(１) 春日部市土地開発公社
春日部市土地開発公社情報公開規程により、平成１３年４月１日から情報公開の

申出を受け付けています。令和５年度は、申出はありませんでした。

(２) 社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
社会福祉法人春日部市社会福祉協議会情報公開規程により、平成１３年４月１日

から情報公開の申出を受け付けています。令和５年度は、申出はありませんでした。

(３) 春日部市シルバー人材センター
春日部市シルバー人材センター情報公開規程により、平成１３年４月１日から情

報公開の申出を受け付けています。令和５年度は、申出はありませんでした。

２ 個人情報保護制度の実施状況

(１) 春日部市土地開発公社
春日部市土地開発公社個人情報保護規程により、平成１３年４月１日から保有個

人情報開示の申出を受け付けています。令和５年度は、申出はありませんでした。

(２) 社会福祉法人 春日部市社会福祉協議会
社会福祉法人春日部市社会福祉協議会個人情報保護規程により、平成１３年４月

１日から保有個人情報開示の申出を受け付けています。令和５年度は、申出はあり

ませんでした。

(３) 春日部市シルバー人材センター
春日部市シルバー人材センター個人情報保護規程により、平成１３年４月１日か

ら保有個人情報開示の申出を受け付けています。令和５年度は、申出はありません

でした。
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Ⅴ 会議公開制度の運用状況
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公開 一部公開 非公開

2 1 0 - - - - -

3 12 24 19 1 4 0 5

4 0 - - - - - -

5 0 - - - - - -

6 0 - - - - - -

7 0 - - - - - -

8 0 - - - - - -

9 1 0 - - - - -

10 1 3 3 0 0 0 0

11 0 - - - - - -

計 62 342 77 3 261 1 18

公開 一部公開 非公開

1 6 11 9 0 2 0 5

2 0 - - - - - -

3 1 1 0 0 1 0 0

4 0 - - - - - -

5 0 - - - - - -

6 0 - - - - - -

7 0 - - - - - -

8 0 - - - - - -

9 0 - - - - - -

10 0 - - - - - -

11 0 - - - - - -

計 7 12 9 0 3 0 5

１ 会議公開制度の運用状況

　令和5年4月1日から令和6年3月31日までに開催された審議会等の運用状況は次のとおりです。

■実施機関別会議公開実施状況（附属機関）

会議公開等の決定区分

消防長

教育委員会

選挙管理委員会

公平委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

水道事業管理者

病院事業管理者

議会

■実施機関別会議公開実施状況（懇談会等）

会議公開等の決定区分

市長

消防長

教育委員会

選挙管理委員会

公平委員会

監査委員

農業委員会

固定資産評価審査委員会

水道事業管理者

病院事業管理者

議会

実施機関の名称 附属機関数 会議開催数
書面
開催

傍聴
人数 特記事項

1 市長 47
315

(231)
55 2

257
(231)

1 13
(　)内は、介護認定
審査会再掲

実施機関の名称 懇談会等の数 会議開催数
書面
開催

傍聴
人数 特記事項
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公開 一部公開 非公開 書面開催

1 危機管理防災課 0 0

2 危機管理防災課 3 3 0

3 政策企画課 3 3 0

4 行政デジタル改革課 3 3 0

5 総　務　課 0 0

6 人権共生課 2 2 0

7 人　事　課 2 2 0

8 人　事　課 0 0

9 人　事　課 0 0

10 市政情報課 0 0

11 市政情報課 2 1 1 0

12 くらしの安全課 1 1 0

13 くらしの安全課 4 4 0

14 くらしの安全課 0 0

15 市民参加推進課 2 1 1 1

16 市民参加推進課 3 3 0

17 市民課 0 0

18 福祉総務課 4 4 0

19 福祉総務課 4 4 0

20 高齢者支援課 0 0

21 高齢者支援課 4 3 1 0

22 障がい者支援課 4 4 2

23 障がい者支援課 12 12 0

24 障がい者支援課 4 4 5

25 こども育成課 2 2 0

26 こども育成課 2 2 0

27 こども育成課 1 1 0

28 こども育成課 1 1 0

29 保　育　課 1 1 0

30 健　康　課 3 3 0

31 健　康　課 4 4 0

32 介護保険課 231 231 0

33 介護保険課 2 2 2

34 国民健康保険課 3 3 0

会議公開制度の運用状況

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに開催された審議会等の運用状況は次のとおりです。

会議公開等の決定区分

国民保護協議会

防災会議

総合振興計画審議会

行政改革審議会

行政不服審査会

男女共同参画推進審議会

特別職報酬等審議会

公務災害補償等審査会

公務災害補償等認定委員会

情報公開・個人情報保護審査会

情報公開・個人情報保護審議会

自転車対策協議会

防犯のまちづくり推進協議会

交通安全対策会議

市民参加推進審議会

市民活動センター運営協議会

住居表示審議会

民生委員推薦会

地域福祉計画審議会

老人ホーム入所判定委員会

高齢者保健福祉計画等推進審議会

障害者計画等審議会

介護給付費等の支給に関する審査会

自立支援協議会

子育て支援審議会

青少年健全育成審議会

放課後児童クラブ入室選考委員会

放課後子ども教室運営委員会

保育所入所選考委員会

健康づくり推進審議会

予防接種健康被害調査委員会

介護認定審査会

地域包括支援センター運営等協議会

国民健康保険運営協議会

附属機関等の名称 主務課 会議開催数
傍聴
人数
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公開 一部公開 非公開 書面開催

会議公開等の決定区分
附属機関等の名称 主務課 会議開催数

傍聴
人数

35 環境政策課 1 1 0

36 環境政策課 3 3 0

37 商工振興課 1 1 0

38 観光振興課 1 1 0

39 農業振興課 2 2 0

40 公園緑地課 0 0

41 都市計画課 2 2 0

42 都市計画課 0 0

43 都市計画課 0 0

44 都市計画課 1 1 0

45 都市計画課 3 3 7

46 まちづくり推進課 2 2 0

47 まちづくり推進課 1 1 0

48 鉄道高架整備課 1 1 1

49 開発調整課 0 0

50 開発調整課 0 0

51 建　築　課 1 1 0

52 住宅政策課 0 0

53 消防本部 総務課 0 0

54 経営財務課 3 3 0

55 経営総務課 0 0

56 経営総務課 0 0

57 学　務　課 0 0

58 学校給食課 2 2 0

59 指　導　課 1 1 0

60 指　導　課 4 4 0

61 指　導　課 2 2 0

62 指　導　課 1 1 0

63 社会教育課 3 3 0

64 社会教育課 3 2 1 5

65 文化財課 1 1 0

66 文化財課 1 1 0

67 文化財課 1 1 0

68 スポーツ推進課 3 3 0

69 中央公民館 3 3 0

計 354 86 3 264 1 23 

※附属機関…地方自治法施行令第138条の4第3項の規定により、法律または条例により設置する機関。

環境審議会

ごみ減量化・資源化等推進審議会

商工振興委員会

観光振興審議会

農業振興審議会

緑の審議会

都市計画審議会

景観審議会

都市再生協議会

公共事業評価監視委員会

地域公共交通活性化協議会

都市計画事業
西金野井第二土地区画整理審議会

都市計画事業
西金野井第二土地区画整理評価員会

中心市街地まちづくり審議会

開発事業審査会

開発審査会

建築審査会

空家等対策協議会

消防賞じゅつ金等審査委員会

市立医療センター運営委員会　 

水道事業運営審議会

下水道事業審議会

小学校、中学校及び義務教育学校
学区審議会

学校給食センター運営委員会

いじめ問題対策調査委員会

就学支援委員会

いじめ問題対策連絡協議会

小中学校及び義務教育学校
結核対策委員会

社会教育委員会議

図書館運営審議会

文化財保護審議会

文化財保存活用地域計画協議会

市史編さん委員会

スポーツ推進審議会

公民館運営審議会
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